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豚飼養農場における豚熱ワクチンの初回接種が完了しました

令和５年９月２７日から県内の豚飼養農場で飼養される豚・いのしし等への豚熱

ワクチン接種を開始し、１２月８日に約２７．９万頭への初回接種が完了しました。

ワクチン接種に関する今後の対応について

・定期的なワクチン接種の継続（新しく生まれた子豚、母豚への追加接種など）

・免疫付与状況調査（ワクチン接種効果確認のため、一定期間経過後に家保が血液

検査を実施）

また、引き続き豚熱のウイルス侵入防止対策として、豚飼養農場における飼養衛

生管理基準の遵守指導、野生いのししサーベイランス調査などを実施していきます

ので、関係者の皆さま方の御協力をお願いします。

家畜人工授精所の運営状況の報告について

全ての家畜人工授精所は、毎年１月から１２月までの期間の運営状況報告を作成

し、翌年の４月末までに県知事に報告することが義務付けられています（家畜改良

増殖法第３４条第３項）。特定家畜人工授精用精液等（和牛精液）については、様

式第２８号により、毎月の生産、譲受、譲渡、利用、廃棄又は亡失、在庫の各数量

（ストロー本数）を報告します。なお、精液と受精卵は分けて、それぞれ作成する

必要があります。和牛以外の牛、めん羊、山羊、豚の精液等については、様式第２

９号により、年間の譲渡・譲受の件数（取引の件数）のみを報告します。

年明けには管内の家畜人工授精所に報告依頼を行うので、対象となる事業所にお

かれましては、期限内の報告書提出に御協力くださるようお願いします。

報告項目 参照する記録等

生産数量 種付け台帳

譲受数量
譲渡等記録簿

譲渡数量

利用数量 家畜人工授精簿

廃棄・亡失数量 譲渡等記録簿

月末時点の保存数量 上記の集計

〔参考〕報告項目と参照する記録等（様式第28号関連）

和牛精液はストロー本数

単位での報告が必要とな

るため、日頃からの記録

を徹底されますようお願

いします



高病原性鳥インフルエンザの国内発生状況について

１１月以降、佐賀県、茨城

県、埼玉県及び鹿児島県で高

病原性鳥インフルエンザの農

での場発生が続いています。

また、野鳥においては全国各

地で発生が確認されており、

本県においても、１２月１日

に八代市で回収されたセグロ

カモメから高病原性鳥インフ

ルエンザウイルスが検出され

ています。

各農場におかれましては、

例年以上に、飼養衛生管理基

準の遵守徹底や野生動物の侵

入防止対策により、鳥インフ

ルエンザウイルスの侵入防止

を図るとともに、異常時の早

期発見・通報について、よろ

しくお願いします。

病名 型 発生地（国） 畜種 発生年月日

カンボジア 野鳥 令和5年10月8日
ロシア 家きん 令和5年10月19日
韓国 野鳥 令和5年11月30日

　令和5年(2023年)12月1日現在

ランピースキン病 韓国
韓牛（82件）
肉牛（2件）
乳牛（23件）

10月

口蹄疫 ネパール 不明（15件） 不明A,O型

近隣諸国における海外悪性伝染病発生状況

アフリカ豚熱 韓国 野生いのしし（94件） 11月

高病原性
鳥インフルエンザ

（HPAI）

H5N1

近隣諸国における越境性動物疾病等発生情報

死亡野鳥を発見したときは

野鳥が大量死している場合や不
自然に死亡している場合は、お住
いの地域の各地域振興局の林務課
までご連絡ください。
鳥インフルエンザは、通常では

人に感染しないと考えられていま
すので、日常生活においては過度
に心配する必要はありません。

地域振興局等 窓口 平日の連絡先
閉庁日の
緊急連絡先

玉名地域振興局 林務課 0968-74-2138 0968-74-2111

鹿本地域振興局 林務課 0968-44-2265 0968-44-2111

県北広域本部 林務課 0968-25-2347 0968-25-4111

国内における高病原性鳥インフルエンザ発生状況
（農林水産省ホームページから抜粋）


